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【 基 礎 研 修 】 

ラ イ ブ 配 信 

 

 

 

 

【演習】 

権利擁護支援の広報 
 

 

 

 

  ◆講 師 

 

特定非営利活動法人 尾張東部権利擁護支援センター 

センター長  住田 敦子 氏 

 

一般社団法人 権利擁護支援プロジェクトともす 

代表理事   川端 伸子 氏 

 

社会福祉法人  水巻町社会福祉協議会 

副主任    森谷 クミ 氏 

 

 

  

※本演習の受講にあたり、別添資料２もお手元にご準備下さい。 
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1

2

少しずつ特定の雰囲気や考え方などを形成すること

実用日本語表現辞典より
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3

出所：厚生労働省専門家会議資料 4
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これからどうしたら
いいのかしら？

引用:「地域における成年後見制度利用促進に向けた体制整備のための手引き」４頁

5

引用：「地域における成年後見制度利用促進に向けた体制整備のための手引き」４頁

6
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7

どこに相談

したらいいの？

引用：「地域における成年後見制度利用促進に向けた体制整備のための手引き」４頁

8
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参考：「地域における成年後見制度利用促進に向けた体制整備のための手引き」

現状の課題

【本人、家族、住民等】
【包括等相談窓口】

成年後見制度が知られてい
ない

・【本人、家族、住民等】

成年後見制度の相談先が
わからない

・相談しても、自治体や

家庭裁判所にたらい

回しにされる

－地域連携ネットワークづくりの進め方－

9

平成30年度成年後見制度利用促進のための地域連携ネットワークにおける中核機関の支援機能の
あり方に関する調査研究事業権利擁護支援センター等の現状と課題アンケート調査より 10
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11

オンライン ライブ演習の説明

①この演習ではグループワークを３つ行います

②最初のグループワークで、１人30秒の自己紹介タイムを設けます

【市区町村名、所属、氏名、受講番号、ひとこと挨拶】を

してください

③「全体集合」の状態で講師説明・個人ワークを行い、

「ブレイクアウト」でグループワーク開始となります

④「全体集合」と「ブレイクアウト」は行ったり来たりしますが、

事前に指定した時間で自動的に移動します

⑤「ブレイクアウト」中に講師や厚労省・事務局職員などが

ワークの様子を見に行くことがあります（全体共有のため）

12
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13

グループワーク ７分

１）グループ（４人を基本、場合により５人）に分かれます

（運営側でブレイクアウトします）

２）１人30秒、自己紹介をしてください

（紹介する内容：市区町村名、所属、氏名、ひとこと挨拶）

３）市区町村名が五十音順で一番早い人に、司会をお願いします

司会者は、全員の方が話せるように進行をお願いします

４）個人ワークの結果を話し、グループの皆さんと情報交換してくだい

答えを1つにする必要はありません

５）グループワークの結果は、次のスライドに各自memoしてください

６）時間がきたら、自動的に全体集合状態になります

【ブレイクアウトワーク】 講師が、「グループワークを始めます」
と言ったら、ブレイクアウトします

14
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15





















16
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17

①

参考：「地域における成年後見制度利用促進に向けた体制整備のための手引き」

現状の課題

【本人、家族、住民等】
【包括等相談窓口】

成年後見制度が知られてい
ない

【本人、家族、住民等】

・成年後見制度の相談先が
わからない

・相談しても、自治体や

家庭裁判所にたらい

回しにされる

18
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平成30年度成年後見制度利用促進のための地域連携ネットワークにおける中核機関の支援機能の
あり方に関する調査研究事業権利擁護支援センター等の現状と課題アンケート調査より 19

参考：尾張東部権利擁護支援センター

異動により担当になった方等

20
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研修内容

・

参考：尾張東部権利擁護支援センター

弁護士・司法書士

医師

21

関係者
78%

22
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体制整備研修：４年前（集合研修）グループワークの例

25

【個人ワーク 3分】

次のスライドに手書きで書き込みながら、自分で研修会・講演
会の企画を考えます。

【グループワーク １８分】

ブレイクアウトしたら、グループ（4人を基本、場合により５
人）で1つの企画案を考えます。

手元の配付資料に書き込んでもまとめてもいいですし、ZOOM

のホワイトボード機能（配布冊子のｐ１０に使い方の記載があります）

を使って1つの企画書を作り上げてもＯＫです。

個人ワークで考えたことを発表しながら、グループで企画を
練っていきます。

26
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目的 タイトル（研修名）

対象者 内容（プログラム・時間・形式等）

27

グループワーク １８分

１）先ほどのグループに分かれます（運営側でブレイクアウトします）

３）今回は、市区町村名が五十音順で一番遅い人に司会をお願いします

司会者は、全員の方が話せるように進行をお願いします

４）個人ワークで考えたことを話しながら、グループとしての考えを

まとめてください

５）ホワイトボード機能を使うグループは、別紙（本テキストP.10）の
【ホワイトボード機能について】を参考に、ワークを進めて下さい

６）時間がきたら、自動的に全体集合状態になります

【ブレイクアウトワーク】 講師が、「グループワークを始めます」
と言ったら、ブレイクアウトします

28
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目的 タイトル（研修名）

対象者 内容（プログラム・時間・形式等）

グループワーク用記入用紙

29

。

【memo】

30
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31

32
32
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「権利擁護支援の地域連携ネットワークの機能」を強化するための取組
（全国各地で共通して実施することが望ましいもの）

ア 「共通理解の促進」の視点
イ 「多様な主体の参画・活躍」の

視点
ウ「機能強化のためのしくみづくり」

の視点

権

利
擁

護
支

援

を
行

う
３
つ
の

場
面

権利擁護支援の検討に関する場面（成
年後見制度の利用前）

【機能】

• 成年後見制度の必要性など
権利 擁護支援についての理
解の浸透

• 権利擁護支援に関する相談
窓口の明確化と浸透

•

• 地域で相談・支援を円滑につな
ぐ連携強化

• 中核機関と各相談支援機関と
の連携強化

• 各相談支援機関等の連携のし
くみづくり

• 成年後見制度の利用の見極め
を行うしくみづり

• 成年後見制度以外の権利擁護
支援策の充実・構築

成年後見制度の開始までの場面
（申立の準備から後見人の選任ま
で）
【機能 】

②権利擁護支援チームの形成②適
切な選任形態の判断

• 選任の考慮要素と受任イメー
ジの共有と浸透

• 都道府県と市町村による地域
の担い手 （市民後見人、後見
等実施法人）の育成

• 専門職団体による専門職後見
人の育成

• 後見人等候補者の検討・マッチ
ング・推薦のしくみづくり

• 市町村 と都道府県による市町

村長申立て・成年後見制度利
用支 援事業を適切に実施する
ための体制の構築

成年後見制度の利用開始後に関す
る場面（後見人の選任後）
【機能 】
③権利擁護支援チームの自立支援
③適正な後見事務の確保

•
• 地域の担い手（市民後見人、後
見等実施法人）の活躍支援

• 制度の利用者や後見人等から
の相談等を受ける関係者（当事
者 団体、専門職団体）との連携
強化

• 後見人等では解決できない共
通課題への支援策の構築

• 家庭裁判所と中核機関の適
時・適切な連絡体制の構築

権利擁護支援の地域連携ネットワークづくり

参考：厚生労働省第12回専門家会議資料 33

事例検討＋スーパービジョン

・専門職後見人

・市民後見人

・行政

・福祉関係者

・行政 ・医療 ・福祉
・司法 ・保健・家庭裁判所等

令和３年から

＋ へ拡大

・在宅医療 ・病院
・医師会 ・行政
・福祉 ＋司法

電子連絡帳を
活用した
ネットワークの
構築

多職種による

合同研修会の
開催

日常生活
自立支援担当者
ミーティング

意思決定支援
プロジェクト

令和3年度発足

34
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•地域住民

•金融機関等

一般・住民

•医師・看護師

•弁護士

•司法書士

•社会福祉士

専門職①

•行政職員（市民課・税務課・水

道課・住宅課・子ども課・企画

課・人事課・福祉課・など）

•保健所

•県行政

行政

•民生委員

•親の会

•自治会

•老人会

地域の組織団体等

•高齢者関係（施設・在宅）ケア
マネ・地域包括支援センター

•障害者関連（施設・在宅）

•障害者相談支援センター

•日常生活自立支援事業担当者

•医療関連相談者（MSW/PSW）

•生活困窮担当者

専門職②

35

ロールプレイが終了したら、
先ほどのグループに分かれ

【気づき】について話し合います

36
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グループワーク ５分
１）先ほどのグループに分かれます（運営側でブレイクアウトします）。

２）順番に、ロールプレイを見て得た【気づき】を共有します。

【ブレイクアウトワーク】

グループワークのmemo

講師が、「グループワークを始めます」
と言ったら、ブレイクアウトします

37

。

【memo】

38
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相談のきっかけ

一人暮らしの母が60万円の布団を買わされた

物忘れも増えてこれ以上騙されないか心配

市役所へ相談に行ったところ、

権利擁護支援センターを紹介されました

成年後見制度説明のための参考資料

39

親族関係図

© ©

© ©

本人

長女 次女

40
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相談（アセスメント）1/2

本人の希望
・家で暮らしたい
・子供に迷惑かけたくない

介護保険
・要介護１
・デイサービス週2回
・ヘルパー週２回
（買い物・掃除）

疾患
・アルツハイマー型認知症
・長谷川式10点

住環境
・築50年の木造一軒家（本人名義）
・近所に高齢の友人多数
・サロン等にも楽しく参加している

経済状況
・遺族年金12万円／月
・預金200万円

41

相談（アセスメント）2/2
親族
・長女 E市在住（車で3時間）
・次女 海外勤務

関係者
・包括支援センター
・ケアマネ
・デイ
・ヘルパー
・民生委員
・友人

悪徳商法に今後も騙される可能性が高い
認知症による短期記憶障害が進行している
火の消し忘れが時々ある

課題

42
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成年後見制度とは

認知症、知的障害、精神障害などによって物事を

判断する能力が十分ではない方について、本人の

権利を守る援助者（「成年後見人」等）を選ぶこ

とで、本人を法律的に支援する制度です。

43

・判断能力が不十分になる前に⇒任意後見制度

・判断能力が不十分になってから⇒法定後見制度

今は元気でも、将来、判断能力が不十分になった時に

備えて、「誰に」「どのような支援をしてもらうか」

をあらかじめ契約により決めておく制度です。

すでに判断能力が不十分な人に代わっ

て、法律行為をしたり、不利益な契約

を取り消したりする制度です。

成年後見制度とは

44



- 199 -

申立が出来る人

・本人

・配偶者

・4親等以内の親族

・市町村長

・任意後見人等

が、行います。

申立は

親、祖父母、孫、ひ孫

兄弟姉妹、甥、姪

おじ、おば、いとこ

配偶者の親・子・兄弟姉妹

45

判断能力の
程度 類型 援助者 援助される人 援助のための権限

不十分 補助 補助人 被補助人 限定同意権 + 限定代理権
著しく
不十分 保佐 保佐人 被保佐人 法定同意権 + 限定代理権

欠けているの
が通常の状態 後見 成年後見人 成年被後見人 包括的な代理権

後見・保佐・補助の３つの類型

補助

保佐

後見

判断能力が十分 判断能力の足り
ない部分を援助
者をつけて援助
します

判断能力が不十分

判断能力 類型、後見人等
は家庭裁判所が
決めます

46
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手続きの流れ

書類を作成する
添付資料を取り寄せる

医師に診断書を
作成してもらう

後見人候補者を
探す

親族の意向を
確認する

面接の予約

申立書類の提出

登 記

裁判所担当者による
面接・調査等

申立の準備

審 判

申立の準備が整ったら、裁判所に電話をして面接の予約の要否を確認してください。
面接は、申立人と後見人等候補者について行います。
※ご本人は、保佐・補助の申立時に限り、無理のない範囲で同行願います。

申立書類一式は、裁判所に提出します。

法務局に登記されます。戸籍には記載されません。

さまざまなことを考慮し、適切な類型・支援内容等が決まり、成年後見人等が選任されます。

裁判所職員が事情を尋ねたり問い合わせをしたりすることがあります。

本人情報シートの
作成を依頼する

47

申立ての流れと費用

③成年後見人を選任・登記

東京法務局

④登記証明書をもって
本人の代理など本人の
ため後見活動をする

成年後見人

※成年後見登記に関する証明書については、住所・本籍にかかわらず、全国の法務局・ 地方法務局の本局戸籍課窓口で申請できます。

銀行など

②調査・鑑定・審問

書類作成を
司法書士等
に依頼した
場合

裁判所
申立費用

鑑定を行った場合

後見報酬

①本人・配偶者・親族等が申立

家庭裁判所

数万円～数十万円

数千円

数万円

48
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申立に必要な書類と費用
（後見開始の申立の場合）

申立書

診断書 （数千円程度 成年後見制度用）

申立手数料（800円分の収入印紙）

登記手数料（2,600円分の収入印紙）

郵便切手（数千円程度）

鑑定費用（裁判官が必要と判断した場合 数万円程度～）

本人の戸籍謄本・住民票など

49

後見人の担い手

第三者後見人 約８０％

親族後見人 約２０％

法 人 市民後見人

弁護士 司法書士 社会福祉士

専門職後見人

出典：最高裁事務総局家庭局「成年後見関係事件の概況 令和３年1月～12月」
50
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後見人の役割

① 財産管理

→預貯金や不動産などの財産の管理

→年金収入や家賃収入などの収入の管理

→施設使用料や保険料などの支出の管理

② 身上の保護

医療に関する契約や支払い、介護等に関する契約、

住まいに関する契約、施設に関する契約など、

お財布の中身を見ながら本人らしい生活を整える

51

後見人への報酬

１成年後見人等は家庭裁判所へ定期的に事務報告書を提出します。

２後見人等は家庭裁判所へ報酬付与申立てを行うことが出来ます。

３報酬額は裁判官が後見人の事務の内容等を考慮して決定します。

裁判官が
決定

財産
管理

身上
保護

後見報酬

後見人の事務の内容等

など

52
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低所得の方への助成制度

低所得の方が成年後見制度が利用できるよう、

市町村による成年後見制度の助成制度があります。

53

成年後見利用支援事業
参考：尾張東部圏域（瀬戸市・尾張旭市・豊明市・日進市・長久手市・東郷町）

申
立
費
用
の
助
成

申請者
◎申立人
（市長申立に限らず、本人や親族が申立を行った場合を含む）

申請時期 後見等開始審判の確定後

助成対象となる経費

◎申立費用
①申立て手数料 ②登記手数料
③郵便切手代 ④鑑定料
⑤申立書の添付書類の取得費用

※①～④は家庭裁判所に実際に支払った費用

後
見
人
等
報
酬
の
助
成

申請者
◎被後見人等（被成年後見人、被保佐人、被補助人）

（市長申立に限らず、本人や親族が申立を行った場合を含む）
※後見人等の代理申請が可能

申請時期 報酬付与の審判確定後

助成対象となる経費

◎後見人等の報酬
◎後見監督人等（成年後見監督人、保佐監督人、補助監
督人）の報酬
※家庭裁判所が審判した額
※上限は、後見人等、後見監督人等の報酬を合わせて月額28,000円

※後見人等及び後見監督人等が親族の場合は助成対象とはなりません。
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助成対象となる費用 助成対象者 助成対象要件

申立費用 申立人
申立人及び本人（被後見人等）のどちらもが、以下
のアからウのいずれかの要件に該当することが必要
です。

後見人等の報酬
および

後見監督人の報酬

本人
（被後見人等）

本人が、（1）から（3）のいずれかに該当すること
が必要です。
（1）生活保護受給者
（2）中国残留邦人等支援給付受給者
（3）以下の①から④すべてを満たす者

①市町村民税非課税世帯
②世帯の年間収入が単身世帯で150万円、世帯
員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下
③世帯の預貯金等の額が単身世帯で350万円、
世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した
額以下
④世帯員が居住する家屋その他日常生活に必要
な資産以外に利用し得る資産を所有していない

参考：尾張東部圏域（瀬戸市・尾張旭市・豊明市・日進市・長久手市・東郷町）
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